
制
定
す
る
も
の
）

【
論
点
①
】行
政
不
服
審
査

制
度
の
改
正
点

・
審
理
員
に
よ
る
審
理
や

第
三
者
機
関
で
あ
る
審

査
会
の
設
置
、
不
服
申

立
て
手
続
き
の
審
査
請

求
へ
の
一
元
化
、
請
求

期
限
の
延
長
で
あ
る
。

【
論
点
②
】こ
れ
ま
で
の
不

服
申
立
て
の
件
数
や
そ
の

対
応

・
平
成
25
年
度
以
降
は
な

い
が
、
22
年
度
か
ら
24

年
度
ま
で
は
１
件
ず
つ

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当

課
が
対
応
し
て
い
た
。

【
論
点
③
】審
理
員
や
審
査

会
の
メ
ン
バ
ー
と
公
平
性

の
確
保

・
審
理
員
は
弁
護
士
１
名

を
想
定
し
て
い
る
。
審

査
会
委
員
に
は
調
停
委

員
な
ど
公
職
の
方
な
ど

を
想
定
し
て
お
り
、
公

平
性
に
配
慮
す
る
。

◆
議
第
５
号

高
山
市
一
般
職
の
任
期

付
職
員
の
採
用
等
に
関

す
る
条
例
に
つ
い
て（
地

方
公
共
団
体
の
一
般
職

の
任
期
付
職
員
の
採
用

に
関
す
る
法
律
に
基
づ

き
、
任
期
を
定
め
た
職

員
を
採
用
で
き
る
よ
う

条
例
を
制
定
す
る
も
の
）

【
論
点
①
】法
律
制
定
か
ら

10
年
以
上
が
経
過
し
て
い

る
中
、
今
回
の
条
例
制
定

に
至
っ
た
経
緯

・
当
時
は
職
員
も
相
当
数

い
た
う
え
、
高
度
な
技

術
を
も
っ
た
専
門
職
の

配
置
の
必
要
性
が
な

か
っ
た
が
、
最
近
の
行

政
課
題
の
解
決
に
向

け
、
適
切
な
業
務
執
行

の
た
め
に
今
回
条
例
を

制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

【
論
点
②
】任
期
付
職
員
の

採
用
等
に
対
す
る
考
え
方

・
専
門
的
知
識
等
を
有
す

る
任
期
付
職
員
に
つ
い

て
は
、
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
や
訴
訟
対
応
が
喫

緊
の
課
題
と
捉
え
、
Ｉ

Ｔ
技
術
者
や
弁
護
士
を

想
定
し
て
い
る
。

・
任
期
付
短
時
間
職
員
な

ど
の
規
定
は
法
律
に
基

づ
き
制
定
す
る
が
、
採

用
に
つ
い
て
は
他
市
の

事
例
も
参
考
に
し
っ
か

り
精
査
し
た
い
。

・
採
用
は
面
接
な
ど
を
行

い
適
正
に
決
定
す
る
。

・
平
成
28
年
度
当
初
の
採

用
は
想
定
し
て
い
な
い

が
平
成
29
年
度
に
向
け

て
検
討
し
た
い
。

※
質
疑
の
後
、
議
員
間
で

「
継
続
調
査
の
必
要
性
等
、

本
議
案
の
取
扱
い
」に
つ
い

て
自
由
討
議
を
行
い
、「
年

度
当
初
の
採
用
見
込
み
が

な
け
れ
ば
、
条
例
制
定
を

急
が
ず
、
も
う
少
し
委
員

会
で
調
査
す
べ
き
」と
い
っ

た
意
見
や「
条
例
制
定
が

遅
れ
れ
ば
、
全
体
の
職
員

採
用
に
も
影
響
が
あ
る
」、

「
ど
の
業
務
で
任
期
付
職
員

を
採
用
し
て
い
く
か
今
後

の
検
討
が
重
要
で
あ
る
」と

い
っ
た
意
見
が
出
さ
れ
ま

し
た
。

◆
議
第
７
号

高
山
市
議
会
議
員
の
議

員
報
酬
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

◆
議
第
８
号

高
山
市
特
別
職
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

◆
議
第
９
号

高
山
市
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て（
人
事
院
勧
告
に
伴
う

職
員
の
給
与
や
手
当
、

特
別
職
及
び
議
員
の
期

末
手
当
を
改
正
す
る
も

の
）

※
一
括
議
題
と
し
て
審
査

し
ま
し
た
。

【
論
点
①
】今
回
の
人
事
院

勧
告
の
主
な
内
容

・
約
１
万
２
千
の
民
間
事

業
所
の
給
与
を
調
査
し

た
結
果
、民
間
給
与
と
の

差
０・３
６
％
を
埋
め
る

た
め
、
月
額
給
与
の
引

き
上
げ
と
勤
勉
手
当
０・

１
か
月
分
の
引
上
げ
な

ど
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

・
地
域
手
当
も
引
上
げ
と

な
っ
て
い
る
が
、
高
山

市
は
対
象
地
域
で
は
な

い
。

【
論
点
②
】改
正
に
伴
う
影

響
額

・
議
員
全
体
で
、
約
１
２

０
万
円
、
特
別
職
で
、

約
34
万
５
千
円
、
職
員

全
体
で
、
約
４
，２
０
０

万
円
で
あ
る
。

【
論
点
③
】若
年
層
の
処
遇

改
善

・
若
年
層
で
は
、
月
額
２
，

５
０
０
円
の
増
額
と
な

る
。

付
託
議
案
の
審
査

　
３
月
定
例
会
に
お
い
て

総
務
厚
生
委
員
会
に
は
16

件
の
議
案
が
付
託
さ
れ
、

す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し

ま
し
た
。
議
案
と
主
な
質

疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
議
第
２
号

高
山
市
行
政
不
服
審
査

法
施
行
条
例
に
つ
い
て

（
行
政
不
服
審
査
制
度
が

全
面
的
に
改
正
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
条
例
を

・
初
任
給
も
増
額
と
な
る
。

【
論
点
④
】民
間
企
業
の
若

年
層
へ
の
対
応

・
産
業
政
策
や
経
済
対
策

を
し
っ
か
り
行
い
た
い
。

【
論
点
⑤
】平
成
28
年
度
の

職
員
採
用
辞
退
者
が
で
て

い
る
中
で
、
人
材
確
保
に

向
け
て
の
処
遇
改
善

・
処
遇
面
か
ら
辞
退
し
た

と
の
理
由
は
聞
い
て
い

な
い
。

・
給
与
水
準
は
健
全
財
政

の
維
持
と
い
っ
た
側
面

か
ら
も
検
討
が
必
要
で

あ
る
。

※
質
疑
の
後
、
議
員
間
で

「
議
員
の
期
末
手
当
の
改

正
」に
つ
い
て
自
由
討
議
を

行
い
、「
景
気
低
迷
を
実
感

す
る
中
で
、
議
員
の
期
末

手
当
の
改
正
に
は
賛
成
で

き
な
い
」と
い
っ
た
意
見
や

「
高
山
市
議
会
で
は
、
こ
れ

ま
で
議
員
定
数
の
削
減
、

議
員
報
酬
の
自
主
的
削
減

も
行
う
中
で
、
人
事
院
勧

告
に
準
じ
て
改
正
を
行
っ

て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
今

回
の
改
正
も
こ
れ
ま
で
と

同
様
で
よ
い
と
考
え
る
」と

い
っ
た
意
見
が
出
さ
れ
ま

し
た
。

総務厚生委員会

高山市議会ぎかいだより 第23号15

委員会報告


